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外国人相談窓口
外国語での対応可能な窓口です。

千葉県警相談サポートコーナー

TEL.043-227-9110 又は ♯9110
●相談日時 ： 月～金曜日
 午前8時30分～午後5時15分

千葉県外国人総合相談窓口

TEL.043-297-2966
●相談日時 ： 月～金曜日（祝日を除く）
 午前９時～正午、午後１時～４時
 日本語・英語・中国語・スペイン語・タガログ語・
 ベトナム語・韓国語・ネパール語・タイ語・
 ポルトガル語・インドネシア語・ロシア語・
 ヒンディー語

みんなの人権110番（法務局）

TEL.0570-003-110
●相談日時 ： 月～金曜日
 午前８時30分～午後5時15分

東京出入国在留管理局・千葉出張所

TEL.043-242-6597
●相談日時 ： 月～金曜日　午前9時～正午、午後1時～4時　
 日本語・英語

東京出入国在留管理局外国人在留総合インフォメーションセンター

TEL.0570-013904、03-5796-7112
●相談日時 ： 月～金曜日　午前8時30分～午後5時15分
 日本語・英語・韓国語・中国語・スペイン語等

外国語人権相談ダイヤル（法務局）

TEL.0570-090-911
●相談日時 ： 月～金曜日　午前８時30分～午後5時
 英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語・
 フィリピノ語・インドネシア語・ベトナム語・
 タイ語・ネパール語
 

　在留外国人の人数は年々増えてきています。全国的に見れば
平成元年より令和元年までの約30年間で984,455人から約2.8
倍の2,829,416人と増加しています。
　千葉県内の在留外国人は平成元年の27,964人から165,162
人と5.9倍に増加をし、およそ40人に一人は
在留外国人となっています。
　また、平成2 9年には訪日外国人が
31,882,049人となっており訪日外国人の
方 と々の接点も増加しています。

在留外国人の人数
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「外国人であることを理由に受けた差別」に
ついて、日本に住む外国人に聞いてみた。

●生活においては
　アパートやマンション等の賃貸住宅への
入居や公衆浴場での入浴の拒否。 など

●労働においては
　賃金や就労の形態条件で差別されている。
近年では特に技能実習生の扱いにおいて差
別が指摘されている。 など

●教育においては
　外国人ということで、あるいは日本語が話
せないということで、いじめられている子ども
がいる。 など

生まれた国・言葉・風習は違っても、お互いを尊重
し、日本で暮らす外国人の人権を守りましょう。

外国人の人権について考える 外国と日本の文化の違い外国人労働者（技能実習制度）の人権問題

　ヘイトスピーチ（英:hate 
speech、憎悪表現）は、人
種、出身国、民族、宗教、性的
指向、性別、容姿、健康（障
害）といった、自分から主体
的に変えることが困難な事
柄に基づいて、属する個人
または集団に対して攻撃、脅迫、侮辱する発言や言動のこ
とである。

　日本では「話をきちんと聞い
ている」というアピールをする
ために、話の合間にあいづちを
うちますが、アメリカでは、話の
合間にあいづちをうたれると、
話をしているのに妨害されてい
るように感じてしまいます。

　外国人技能実習生制度とは、日本の企業や個人事業主
等と直接の雇用関係のもと、彼らの出身国において修得が
困難な技能等の修得・習熟・熟達を所定の期間において図
るものです。しかし、現状として「単純な労働力」と考える
企業や監理団体による外国人技能実習生への人権侵害行
為（暴力や暴言、過剰な叱責行為、狭い部屋での複数人の
生活、携帯電話の購入制限、外出の制限）が散見されま
す。このような行為で失踪する外国人技能実習生は「不法
滞在」となり、犯罪に走ってしまうなど大きな社会問題と
なっています。
　現在、私たちが想像する以上に様々な外国人が在留し
ています。日本社会は外国人に支えられているところも多
く、彼らの協力なしには成り立っていかないのかもしれま
せん。外国人との共存のため協力し合い発展させていく、
その為に私たちはお互いを尊重しあい、お互いの人権を
考えることが非常に大事なことであると考えます。

ヘイトスピーチって何なの？

専門家（監理団体代表）に聞いてみた

参考 : 平成28年度法務省委託調査研究事業 「外国人住民調査報告書─訂正版─」
（公益財団法人　人権啓発推進センター　平成29年）

　全国約6000の事業所に行った監督指
導では7割以上が法令違反！！

(2019年 厚生労働省調べ)
　多くの外国人労働者が劣悪な労働環境
【長時間労働・残業代不払い・暴力やパワハ
ラ・セクハラなど】に悩まされてきました。

　日本では、くしゃみが出ると「誰
かがうわさをしている」と言われる
ことがありますが、イギリスでは、く
しゃみが出ると「悪魔にとりつかれ
る」とされています。

　日本では、つばを吐くとは、マ
ナー違反とされていますが、ケニア
では、相手につばを吐いてあいさつ
します。
　良いことが訪れますように

　日本における「鶴」は、昔から
縁起のいい鳥とされており、こ
とわざや民話、芸術品などで登
場することも多いですが、北欧
諸国では、"死を運ぶ鳥"とされ
ています。

　日本では、ハンカチはお礼やお
祝いの贈り物の定番ですが、ブラ
ジルでは、ハンカチは悲しい贈り
物とされています。

みんなの人権110番（法務局）　TEL.0570-003-110　　外国語人権相談ダイヤル（法務局）　TEL.0570-090-911

出典 : 厚生労働省


